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人
権
を
尊
重
す
る
ま
ち
づ
く
り
を

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
深
大
寺
の

魅
力
創
出
、
農
地
の
今
後
を
問
う

問　
狛
江
市
の
自
動
運
転
バ
ス
実
証

運
行
等
、
地
域
公
共
交
通
の
先
進
的

な
取
組
が
目
立
つ
。
市
で
も
検
討
を
。

市
長　
先
行
自
治
体
の
事
例
参
考
に
、

路
線
の
道
路
状
況
や
運
行
リ
ス
ク
等

考
慮
し
導
入
可
能
性
等
を
調
査
研
究
。

問　
６
年
11
月
の
道
路
交
通
法
改
正

後
も
、
な
が
ら
ス
マ
ホ
等
で
走
行
す

る
自
転
車
が
目
立
つ
。
駅
や
学
校
周

辺
等
で
の
取
締
り
を
強
化
す
べ
き
。

市
長　
調
布
警
察
署
等
関
係
機
関
と

連
携
し
、
交
通
安
全
意
識
の
醸
成
等
、

事
故
防
止
に
向
け
た
取
組
を
推
進
。

問　
深
大
寺
・
佐
須
地
域
の
農
業
公

園
は
、
環
境
基
本
計
画
に
則
っ
て
運

営
さ
れ
て
い
る
か
。

市
長　
都
市
農
地
や
里
山
環
境
維
持

保
全
を
環
境
基
本
計
画
の
重
点
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
一
つ
に
掲
げ
、
環
境
資
源

の
保
全
・
活
用
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

問　
ご
み
の
指
定
収
集
袋
の
容
量
は

現
状
の
ニ
ー
ズ
を
捉
え
対
応
を
。

市
長　
市
民
の
声
を
踏
ま
え
、
近
隣

自
治
体
の
事
例
を
参
考
に
検
討
。

問　
移
転
す
る
神
代
出
張
所
は
デ
ジ

タ
ル
技
術
活
用
含
め
利
便
性
向
上
を
。

市
長　
時
代
の
変
化
踏
ま
え
た
機
能

等
精
査
し
引
き
続
き
多
角
的
に
検
討
。

る
た
め
の
総
合
的
な
福
祉
の
拠
点
を

基
本
コ
ン
セ
プ
ト
に
推
進
②
従
来
ど

お
り
要
支
援
者
の
避
難
所
と
し
て
機

能
を
向
上
し
、
活
用
。

問　
第
３
期
調
布
っ
子
す
こ
や
か
プ

ラ
ン
の
策
定
に
当
た
り
、
子
ど
も
の

権
利
を
守
る
上
で
の
課
題
認
識
は
。

市
長　
多
く
の
市
民
が
子
ど
も
の
権

利
認
知
し
理
解
深
め
る
必
要
が
あ
る
。

問　
子
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
設
置
に

当
た
り
、
目
指
す
方
向
性
や
考
え
は
。

市
長　
虐
待
へ
の
予
防
的
な
対
応
か

ら
子
育
て
に
困
難
を
抱
え
る
家
庭
ま

で
、
切
れ
目
な
い
支
援
に
取
り
組
む
。

問　
新
た
な
中
学
校
適
応
指
導
教
室

に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
考
え
に
基

づ
い
て
支
援
を
し
て
い
く
の
か
。

市
長　
進
路
を
見
据
え
た
学
習
面
へ

の
支
援
が
特
に
重
要
と
認
識
。

問　
部
活
動
地
域
連
携
・
地
域
移
行

を
進
め
る
上
で
指
導
員
の
人
数
の
確

保
と
、
人
材
と
し
て
の
質
の
確
保
は
。

市
長　
指
導
者
を
ク
ラ
ブ
等
の
運
営

団
体
に
紹
介
す
る
人
材
バ
ン
ク
整
備
。

問　
学
校
給
食
費
無
償
化
に
つ
い
て
、

都
へ
支
援
強
化
の
要
請
続
け
る
べ
き
。

市
長　
市
町
村
の
財
源
負
担
な
く
実

現
す
る
よ
う
国
へ
働
き
か
け
る
こ
と

や
、
継
続
的
財
政
支
援
を
都
へ
要
望
。

問　
歳
入
確
保
に
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン

デ
ィ
ン
グ
は
大
変
有
効
。
サ
イ
ト
を

自
主
運
営
す
る
考
え
は
。

市
長　
業
務
負
担
や
経
費
等
に
課
題

あ
り
。
既
存
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
活

用
が
効
果
的
と
考
え
て
い
る
。

問　
参
加
と
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
に

つ
い
て
、
オ
ー
プ
ン
ハ
ウ
ス
や
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施
時
、
市
民
の

意
見
の
適
切
な
検
討
・
採
用
を
。

市
長　
市
民
参
加
は
複
数
の
手
法
を

組
み
合
わ
せ
て
活
用
。
適
切
な
実
施

と
運
用
の
創
意
工
夫
に
取
り
組
む
。

問　
地
域
活
動
に
シ
フ
ト
で
き
る
Ｐ

Ｔ
Ａ
は
、
参
加
と
協
働
の
ま
ち
づ
く

り
に
必
要
と
考
え
る
が
市
の
認
識
は
。

市
長　
地
域
活
動
の
拠
点
で
あ
る
学

校
で
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
が
、
市
民
の
更

な
る
地
域
活
動
へ
の
参
加
に
つ
な
が

る
ケ
ー
ス
も
あ
る
と
認
識
。

問　
ゲ
リ
ラ
豪
雨
は
更
な
る
激
甚
化

が
予
想
さ
れ
る
。
治
水
対
策
と
し
て

崖
線
等
の
緑
地
を
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ

ラ
と
し
て
活
用
す
る
考
え
は
。

市
長　
様
々
な
手
法
を
調
査
し
、
崖

線
樹
林
地
を
含
め
緑
の
有
す
る
多
様

な
機
能
に
着
目
し
た
グ
リ
ー
ン
イ
ン

フ
ラ
の
活
用
を
検
討
。

問　
深
大
寺
城
跡
の
魅
力
は
掘
り
下

げ
る
余
地
が
あ
る
。
深
大
寺
城
跡
の

活
用
に
つ
い
て
都
に
提
言
を
。

市
長　
歴
史
的
資
源
の
観
点
か
ら
市

教
育
委
員
会
が
史
跡
解
説
板
の
充
実

に
向
け
都
と
の
協
議
を
進
め
て
い
る
。

問　
公
共
施
設
の
集
約
化
の
観
点
か

ら
、
市
民
プ
ー
ル
は
学
校
利
用
を
可

能
と
す
る
こ
と
を
検
討
す
べ
き
。

市
長　
学
校
プ
ー
ル
の
現
状
を
踏
ま

え
つ
つ
、
検
討
委
員
会
設
置
し
市
民

プ
ー
ル
の
在
り
方
を
多
角
的
に
検
討
。

問　
参
加
と
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
に

つ
い
て
、
取
組
の
評
価
と
課
題
認
識
、

今
後
の
具
体
的
な
取
組
は
。

市
長　
市
民
参
加
手
法
は
効
果
的
に

運
用
と
認
識
。
引
き
続
き
創
意
工
夫

し
参
加
と
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
。

問　
継
続
的
な
市
民
生
活
支
援
を
。

市
長　
実
情
に
即
し
各
種
支
援
実
施
。

問　
市
職
員
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

の
取
組
の
評
価
と
課
題
認
識
は
。

市
長　
相
談
窓
口
設
置
し
、
適
切
に

運
用
。
引
き
続
き
啓
発
必
要
と
認
識
。

問　
生
活
と
仕
事
の
両
立
支
援
の
現

状
を
踏
ま
え
、
女
性
職
員
の
活
躍
推

進
の
取
組
と
課
題
認
識
は
。

市
長　
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
阻
害
す
る

要
因
の
分
析
を
行
い
、
誰
も
が
働
き

や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
を
推
進
。

問　
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
と

多
様
な
性
へ
の
差
別
禁
止
に
対
す
る

市
長
の
思
い
と
今
後
の
取
組
は
。

市
長　
市
民
の
理
解
促
進
と
当
事
者

等
の
生
き
づ
ら
さ
解
消
を
推
進
。

問　
平
和
施
策
に
つ
い
て
多
摩
地
域

の
自
治
体
と
の
連
携
で
の
取
組
は
。

市
長　
多
摩
地
域
平
和
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
で
７
年
度
に
（
仮
称
）
平
和
サ
ミ

ッ
ト
の
開
催
な
ど
各
種
取
組
を
検
討
。

問　
共
生
社
会
を
充
実
さ
せ
て
い
く

上
で
、
中
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
は
。

市
長　
５
年
度
ス
タ
ー
ト
の
総
合
計

画
に
共
生
社
会
の
充
実
を
位
置
づ
け
。

問　
手
話
使
い
や
す
い
環
境
整
備
は
。

市
長　
調
布
市
手
話
言
語
条
例
制
定
。

意
思
疎
通
に
必
要
な
支
援
充
実
図
る
。

問　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
移
転
に

つ
い
て
①
市
民
と
の
意
見
交
換
を
踏

ま
え
、
ど
の
よ
う
な
セ
ン
タ
ー
を
目

指
す
の
か
②
移
転
後
の
災
害
対
策
は
。

市
長　
①
地
域
共
生
社
会
を
充
実
す

調
布
ミ
ラ
イ
政
策
会
議　
　
　

磯
邉　
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　令和７年３月２７日、令和７年第１回調布市議会定例会において、「田
村ゆう子議員が会議システムⅠD・パスワードを第三者へ提供したこと
及びその行為を黙認してきた岸本直子議員に対する問責決議」が議員提
出議案として提出され、賛成多数で可決しました。
　決議の全文（原文）は右のとおりです。

概　要

　市議会議場にて本会議審議中、会議システム「SideBooks」※に、田村
ゆう子議員（会派「日本共産党」所属）のアカウントから画面の共有
を通知する旨のポップアップが表示された。休憩中に議会事務局が確
認したところ、田村議員は当該操作を否定したことから第三者による
不正アクセスが疑われた。その後、田村議員からの申告により、同会
派（日本共産党）に所属していた元議員に会議システムのⅠDとパスワ
ードを教えていたこと、元議員が当該操作をしていたことが判明した。

※ ペーパーレス化を目的に、議案などの議会資料のほか、執行機関からの情
報提供資料のデータが格納されたシステムであり、個人情報は格納しない
運用としている。全議員、議会事務局職員、執行機関の管理職の各個人に
ⅠDとパスワードが付与されており、立場に応じて見ることができる資料
がそれぞれ異なる。

　令和７年３月12日調布市議会第１回定例会において，田村ゆう子議
員のＩＤ・パスワードを用いて第三者が会議システムに不正にログイ
ンをし，議員及び一部の市職員に対し通知を発するという事案が発生
した。同議員によると，ＩＤ・パスワードを元議員である第三者に提
供したことを認めている。
　各議員に貸与されている当該会議システムのＩＤ・パスワードにつ
いては他に漏らすことのないよう厳重な管理を求められているにもか
かわらず遵守されていなかった。その結果，市議会に対する信頼を損
なうことにつながったことは極めて遺憾である。また，それを黙認し
てきた幹事長にも同様の責任がある。
　本事案は，市民と行政当局からの市議会に対する信頼を失墜させ，
市議会の品位を損なう結果となった。再発防止のためにも，当該行為
の当事者たる田村ゆう子議員及び所属する会派の幹事長である岸本直
子議員の両名に対し, その責任を強く問うものである。

　以上，決議する。

　　令和７年３月２７日
 調　布　市　議　会　　

田村ゆう子議員が会議システムＩＤ・パスワードを第三者へ提供したこと田村ゆう子議員が会議システムＩＤ・パスワードを第三者へ提供したこと
及びその行為を黙認してきた岸本直子議員に対する問責決議及びその行為を黙認してきた岸本直子議員に対する問責決議

れ
い
わ
新
選
組
調
布　
　
　

鈴
木
ほ
の
香




